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４ 総人件費改革の実行計画等 

 

（２）公務員制度改革の推進 

能力・実績主義の人事管理の徹底、再就職管理の適正化等の観点に立った

公務員制度改革について、総人件費改革の推進状況等も踏まえつつ、関係者

との率直な対話と調整を進め、できる限り早期に具体化を図る。 

また、公務員の労働基本権や人事院制度、給与の在り方、能力主義や実績

評価に基づく処遇、キャリアシステム等公務員の人事制度を含めた公務員制

度についても、国民意識や給与制度改革の推進状況等も踏まえつつ、内閣官 

房を中心に幅広い観点から検討を行う。 

当面、改革の着実な推進を図るため、次の事項についての取組を進める。 

 

ア  公務部門の多様な職場等に定着し、人事管理の基盤的ツールとして活用

可能なより実効ある新たな人事評価システムの構築に向け、職員の職務遂

行能力、勤務実績をできる限り客観的に把握するための新たな人事評価の

第１次試行を平成18年１月から開始する。試行結果の分析等を踏まえた必

要な改善を行い、対象範囲を拡大して、平成18年度中に第２次試行を開始

するなど、段階的な取組を進める。 


